
・令和４年４月１日～令和５年２月１４日までに出生した児童の母または養育する人

　　　　　　　・・・出産応援給付金・子育て応援給付金（１０万円）の申請が可能です。ご自宅に申請書類を送付いたします。

・令和４年４月１日～令和５年２月１４日によりも前に妊娠された人

　　　　　　　・・・出産応援給付金（５万円）の申請が可能です。ご自宅に申請書類を送付いたします。

出産・子育て応援給付金給付事業のイメージ図

妊娠 ３カ月頃

妊娠届提出時に保健師と

面談を行います。

【出産応援給付金】

妊娠届提出後の保健師と

の面談終了時に、出産応

援給付金の申請を行って

もらい、給付します。

妊娠８ヶ月頃

妊娠中のお母さん

に８カ月頃相談・

支援のためのアン

ケートを行います。

子育て応援給付金

の交付を受けるた

めには、必ず必要

となります。

出産
出産後１～２ヶ月後

乳幼児全戸訪問時に保

健師がご自宅を訪問し、

面談を行います。

【子育て応援給付金】

乳幼児全戸訪問時の面

談終了時に子育て応援

給付金の申請を行って

もらい給付します。

妊娠期 妊娠後期 子育て期出産期

乳児健診・乳児相談 等

出産後も健診や相

談等を行います。

令和４年度にすでに妊娠・出産をされている方は・・・


